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 SDGs

エスディージーズ

（持続可能な開発目標）の達成に向けて 

1. SDGs と本市の取組 

SDGs とは、2015 年 9 月の国連サミットで採択された、2016 年から 2030 年までの国際目標です。持

続可能な世界を実現するために 17 のゴールと 169 のターゲットで構成され、地球上の「誰一人として取り

残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境の三側面から統合的に取り組むとしています。 

平成 31 年 1 月に開催された「SDGs 全国フォーラム 2019」において、「SDGs 日本モデル」が宣言さ

れました。地方自治体が地方創生や SDGs の達成に向けて、自治体を含む多様な主体とのさらなる連携

を通じて社会課題解決を図っていくとし、本市もこの趣旨に賛同し、SDGs の推進に取り組むと宣言してい

ます。本計画の上位計画である「第六次富士市総合計画」は、SDGsの理念を盛り込み、その達成に繋が

る計画として策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SDGs と健康づくり 

市民の健康増進や地域における健康づくり活動は、ゴール 3 の「あらゆる年齢の全ての人々の健康的

な生活を確保し、福祉を促進する」に係るものとして位置づけられます。 

特に、ゴール 3 のターゲット 3.4 「2030 年までに，非感染性疾患による若年死亡率を，予防や治療を

通じて 3 分の 1 減少させ，精神保健及び福祉を促進する」にある、非感染性疾患による若年死亡率の減

少は、本市の健康課題と重なります。 

非感染性疾患とは、人から人へ伝染することなく長期間に渡り一般的に緩やかに進行する疾患であり、

心筋梗塞や脳卒中などの循環器疾患やがん、慢性呼吸器疾患、糖尿病などの生活習慣病が挙げられ、

NCDs（NonCommunicable Diseases）と呼称されることもあります。主な原因は、喫煙やアルコールの摂取、不

健康な食事や運動不足が原因であるため、これらを改善する対策が必要といわれています。 

本計画の推進が SDGs の達成に向けての一助となるよう、取り組んでいきます。 
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あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する   
タ ーゲ ッ ト  指 標  

3.1 2030 年 ま で に 、世 界 の 妊 産 婦の 死 亡率 を 出 生 10 万人

当 たり 70 人 未満 に 削 減 する  

3.1.1 妊 産婦 死 亡 率  

3.1.2 専 門技 能 者 の 立 会い の 下 で の出 産 の 割合  

3.2 す べ ての 国 が 新 生 児死 亡 率 を 少 な く と も出 生 1,000 件

中 12 件以 下 ま で 減ら し 、 5 歳 以 下 死亡 率 を 少 な くと も

出 生 1,000 件 中 25 件 以 下 ま で 減 らす こ と を 目 指し 、

2030 年 ま でに 、 新 生 児及 び  5 歳 未満 児 の 予 防 可能 な

死 亡を 根 絶 す る  

3.2.1 5 歳 未 満児 死 亡 率  

3.2.2 新 生児 死 亡 率  

3.3 2030 年 まで に 、 エ イズ 、 結 核 、 マ ラリ ア 及 び 顧 みら れ

な い 熱 帯 病 と い っ た 伝 染 病 を 根 絶 す る と と も に 肝 炎 、 水

系 感染 症 及 び そ の他 の 感 染 症に 対 処 する  

3.3.1 
非 感染 者 1,000 人 当 たり の 新 規 HIV 感 染 者 数 （性 別 、

年 齢及 び 主 要 層 別）  

3.3.2 10 万人 当 た り の結 核 感 染 者 数  

3.3.3 1,000 人 当 たり の マ ラ リア 感 染 者 数  

3.3.4 10 万人 当 た りの B 型 肝炎 感 染 者 数  

3.3.5 
「 顧み ら れ な い 熱帯 病 」（ NTDｓ ）に 対し て 介 入 を 必要 と

し てい る 人 々 の 数  

3.4 2030 年 まで に 、 非 感染 性 疾 患 に よ る若 年 死 亡 率 を、 予

防 や治 療 を 通 じて 3 分 の 1 減 少 さ せ 、精 神 保 健 及 び福 祉

を 促進 す る  

3.4.1 
心 血管 疾 患 、癌 、糖 尿病 、又 は 慢 性 の 呼吸 器 系 疾 患 の死 亡

率  

3.4.2 自 殺率  

3.5 薬 物 乱 用 や ア ル コ ー ル の 有 害 な 摂 取 を 含 む 、 物 質 乱 用 の

防 止・ 治 療 を 強 化す る  3.5.1 

薬 物 使 用 に よ る 障 害 の た め の 治 療 介 入 （ 薬 理 学 的 、 心 理

社 会的 、リ ハ ビ リ 及び ア フ タ ーケ ア・サー ビ ス ）の 適 用範

囲  

3.5.2 

１ 年間 （ 暦 年 ） の純 ア ル コ ール 量 に おけ る 、（ 15 歳 以 上

の ） １ 人 当 た り の ア ル コ ー ル 消 費 量 に 対 し て の 各 国 の 状

況 に応 じ 定 義 さ れた ア ル コ ール の 有 害な 使 用 （  ）  

3.6 2020 年 まで に 、 世 界の 道 路 交 通 事 故に よ る 死 傷 者を 半

減 させ る  
3.6.1 道 路交 通 事 故 に よる 死 亡 率  

3.7 2030 年 まで に 、 家 族計 画 、 情 報 ・ 教育 及 び 性 と 生殖 に

関 す る 健 康 の 国 家 戦 略 ・ 計 画 へ の 組 み 入 れ を 含 む 、 性 と

生 殖 に 関 す る 保 健 サ ー ビ ス を す べ て の 人 々 が 利 用 で き る

よ うに す る  

3.7.1 
近 代 的 手 法 に 立 脚 し た 家 族 計 画 の た め の ニ ー ズ を 有 す る

出 産可 能 年 齢 （15～49 歳 ） に あ る 女性 の 割 合  

3.7.2 
女性 1000 人 当 たり の 青 年 期（ 10～ 14 歳；15～ 19 歳）

の 出生 率  

3.8 す べ て の 人 々 に 対 す る 財 政 保 障 、 質 の 高 い 基 礎 的 な ヘ ル

ス ケ ア ・ サ ー ビ ス へ の ア ク セ ス 、 お よ び 安 全 で 効 果 的 、

か つ 質 が 高 く 安 価 な 必 須 医 薬 品 と ワ ク チ ン の ア ク セ ス 提

供 を含 む 、 ユ ニ バー サ ル ・ ヘル ス ・ カバ レ ッ ジ （UHC）

を 達成 す る 。  

3.8.1 

必 要 不 可 欠 の 公 共 医 療 サ ー ビ ス の 適 応 範 囲 （ 一 般 及 び 最

も 不利 な 立 場 の 人々 に つ い ての 、生 殖 、妊 婦 、新 生 児 及び

子 供の 健 康､伝 染 病、非 伝 染 病、サ ー ビス 能 力 と ア クセ ス

を 含 む ト レ ー サ ー 介 入 を 基 と す る 必 要 不 可 欠 な サ ー ビ ス

の 平均 的 適 応 範 囲と 定 義 さ れた も の ）  

3.8.2 家 計収 支 に 占 め る健 康 関 連 支出 が 大 きい 人 口 の 割 合  

3.9 2030 年 まで に 、 有 害化 学 物 質 、 な らび に 大 気 、 水質 及

び 土 壌 の 汚 染 に よ る 死 亡 及 び 疾 病 の 件 数 を 大 幅 に 減 少 さ

せ る  

3.9.1 家 庭内 及 び 外 部 の大 気 汚 染 によ る 死 亡率   

3.9.2 

不 衛 生 な 水 、 不 衛 生 な 施 設 及 び 衛 生 知 識 不 足 （ 全 て の 人

の ため の 安 全 な 上下 水 道 と 衛生 (WASH）サ ー ビ ス が得 ら

れ ない 環 境 に 晒 され て い る ）に よ る 死亡 率  

3.a 

 

す べ て の 国 々 に お い て 、 た ば こ の 規 制 に 関 す る 世 界 保 健

機 関枠 組 条 約 の 実施 を 適 宜 強化 す る  
3.a.1 15 歳以 上 の 現 在の 喫 煙 率 （ 年齢 調 整さ れ た も の ）  

3.b 主 に 開 発 途 上 国 に 影 響 を 及 ぼ す 感 染 性 及 び 非 感 染 性 疾 患

の ワ ク チ ン 及 び 医 薬 品 の 研 究 開 発 を 支 援 す る ． ま た 、 知

的 所有 権 の 貿 易 関連 の 側 面 に関 す る 協定 （ TRIPS 協 定 ）

及 び 公 衆 の 健 康 に 関 す る ド ー ハ 宣 言 に 従 い 、 安 価 な 必 須

医 薬 品 及 び ワ ク チ ン へ の ア ク セ ス を 提 供 す る ． 同 宣 言 は

公 衆 衛 生 保 護 及 び 、 特 に す べ て の 人 々 へ の 医 薬 品 の ア ク

セ ス 提 供 に か か わ る 「 知 的 所 有 権 の 貿 易 関 連 の 側 面 に 関

す る 協 定 （ TRIPS 協 定 ）」 の 柔 軟 性 に 関 す る 規 定 を 最 大

限 に行 使 す る 開 発途 上 国 の 権利 を 確 約し た も の で ある  

3.b.1 
各 国 ご と の 国 家 計 画 に 含 ま れ る 全 て の 薬 に よ っ て カ バ ー

さ れて い る タ ー ゲッ ト 人 口 の割 合  

3.b.2 薬 学研 究 や 基 礎 的保 健 部 門 への 純 ODA の合 計 値    

3.b.3 
必 須 で あ る 薬 が 、 入 手 可 能 か つ 持 続 可 能 な 基 準 で 余 裕 が

あ る健 康 施 設 の 割合  

3.c 開 発 途 上 国 、 特 に 後 発 開 発 途 上 国 及 び 小 島 嶼 開 発 途 上 国

に お い て 保 健 財 政 及 び 保 健 人 材 の 採 用 、 能 力 開 発 ・ 訓 練

及 び定 着 を 大 幅 に拡 大 さ せ る  

3.c.1 医 療従 事 者 の 密 度と 分 布  

3.d す べ て の 国 々 、 特 に 開 発 途 上 国 の 国 家 ・ 世 界 規 模 な 健 康

危 険 因 子 の 早 期 警 告 、 危 険 因 子 緩 和 及 び 危 険 因 子 管 理 の

た めの 能 力 を 強 化す る  

3.d.1 国 際保 健 規 則 (IHR) キ ャパ シ テ ィ と衛 生 緊 急 対 策  


